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石狩市手話に関する基本条例に規定する施策を推進するための方針の一部改正（案） 

 

懇話会からの提言を受け、それぞれ対応する項目について削除・追加・修正を加えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 4 
令和 3年度 第 3回石狩市手話基本条例推進懇話会資料 

石狩市手話に関する基本条例に規定する施策を推進するための方針 

石狩市手話に関する基本条例（平成25年条例第36号）第５条第１項の規定に基づき、施策の推進方針を定めた

ので、同条第５項の規定に基づき、公表する。 

１ 手話の普及啓発に関する事項 

(１) 施策の基本的方向 

市民が手話を使用して、心豊かに暮らすことができる地域社会をつくるためには、市民が、手話に触れる

機会を通じて、手話や手話を使用する市民への理解を深め、また、手話をいつでも学べる環境をつくってい

くことが必要であります。 

石狩市における手話の普及啓発は、これまで長い間、市内の手話サークル団体や石狩聴力障害者協会によ

り行われてきました。 

石狩市において、手話の普及及び理解の広がりが継続していくために、これまでの手話サークル団体や石

狩聴力障害者協会の取組みを尊重しながら、さらに手話が普及し、理解が広がるように、市は、団体や協会

との協働によりその環境づくりに努めていきます。 

(２) 推進施策 

市は、施策の基本的方向に基づき、次のとおり施策を推進します。 

ア 市民が手話に触れる機会をつくるため、出前講座を提供していきます。 

イ 手話が言語であることを知ってもらうため、研修や学習のための教材づくりやプログラム化を目指し、

調査研究していきます。 

ウ 手話を使用する市民が、市の行政サービスを利用する際に、手話の使いやすい環境づくりを進めるため、

市職員に対する手話に関する研修会を実施していきます。 

エ 市内の事業所において、手話に関する理解が広まるように、手話に関する研修会の機会を提供していき

ます。 

オ 子どもたちが、手話や手話を使用する市民と親しむ機会をつくることを関係機関と協議しながら、実施

に向けて検討していきます。 

4つの視点の対応項目：1-1、4-1、4-2  

手話をいつでも学べる環境をつくっていくことが必要であります。 

➢ 「いつでも」という文言に、災害時やコロナ禍が包含されていると解釈できます。 

4つの視点の対応項目 

 １.災害時の対応 

1-1災害時の対応に関する手話出前講座 

1-2災害時に手話で情報取得のできる体制整備 

 2.町内会、自治会等での手話の理解促進 

2-1聞こえない方や手話についての理解促進を図る情報発信 

2-2地域活動に参加するための情報保障 

 3.聞こえない子どもや保護者への支援 

3-1聞こえない子どもが手話を習得できる環境整備 

3-2保護者等が相談する際の体制整備 

 4.コロナ禍において必要な視点 

4-1動画配信などによる周知啓発 

4-2オンラインシステムの活用 

4-3情報保障のあり方の検証 

4つの視点の対応項目：2-1 

エ 町内会や自治会、市内の事業所において、手話に関する理解が広まるように、手話に関する研修

会の機会を提供していきます。 

➢ 「町内会や自治会、」という文言を追加し、広い範囲を対象にすることを表します。 
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カ 市民が手話に親しむことができるように、イベントを開催し、又は他者が主催するイベントに参加する

など、実施に向けて検討していきます。 

キ 手話の普及啓発及び理解の広がりの仕組みづくりについて、手話サークル団体、石狩聴力障害者協会と

市が協働して検討していきます。 

２ 手話による情報取得及び手話の使いやすい環境づくりに関する事項 

(１) 施策の基本的方向 

現在、音声言語により提供されている行政情報等について、手話による情報の取得ができる環境を整備

し、また、日常生活において手話が使いやすい環境づくりを進めていきます。 

(２) 推進施策 

市は、施策の基本的方向に基づき、次のとおり施策を推進します。 

ア 手話による行政の情報発信を広めていくため、手話による行政情報を発信することが必要なものについ

て、その内容の検討を進めていきます。 

イ 対面による手話通訳を基本としつつ、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した遠隔手話通訳サービス、電話

リレーサービス等の導入について検討し、手話の使いやすい環境づくりを進めていきます。 

３ 手話による意思疎通支援の拡充に関する事項 

(１) 施策の基本的方向 

手話を使用する市民が、日常生活を営み、社会参加をする上で、特に、正確な情報が必要な時又は自ら

の意思を正確に伝える時は、手話通訳者を介して意思疎通を図っており、手話通訳者は重要な役割を担っ

ています。市は、手話通訳者の重要性を認識し、継続的に高度な手話の技術を有する手話通訳者を育成し、

又は確保できるように、その方策を検討していきます。 

(２) 推進施策 

市は、施策の基本的方向に基づき、次のとおり施策を推進します。 

ア 市の手話通訳者としての人材育成及び手話通訳者の任用について、そのあり方を検証していきます。 

イ 手話通訳者が活動しやすい環境をつくるため、他の自治体の状況を参考にしながら、その方策を検討し

ていきます。 

ウ 手話通訳派遣制度における公的派遣としてのあり方について、石狩市手話に関する基本条例に掲げる理

念や目的を踏まえ、派遣制度のあり方を検証していきます。 

 

4つの視点の対応項目：1-2、4-3 

音声言語により提供されている行政情報等について、手話による情報の取得ができる環境を整備し、

また、日常生活において日常生活をはじめ、災害時や感染症の流行時などにおいても、手話による情

報の取得ができる環境や手話が使いやすい環境づくりを進めていきます。 

➢ 文言の掲載順を整理し、「日常生活をはじめ、災害時や感染症の流行時などにおいても」という

文言を追加することで、日常生活のみならず災害時やコロナ禍も対象にすることを表します。 

4つの視点の対応項目：2-1、4-1 

ア 手話による行政の情報発信を広めていくため、手話による行政情報を発信することが必要な

ものについて、その内容の検討を進めていきます多様な媒体を利用した情報発信を進めていき

ます。 

➢ 市議会の映像に手話通訳（ワイプ）を入れて配信するなど、すでに情報発信をしているため、

「手話による行政情報を発信することが必要なものについて、その内容の検討を進めていき

ます」という文言を削除し、「多様な媒体を利用した情報発信を進めていきます」という文言

に修正することで、動画配信やオンラインシステムの活用を進めていくことを表します。 

4つの視点の対応項目：1-2、4-2 

イ 対面による手話通訳を基本としつつ、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した遠隔手話通訳サー

ビス、電話リレーサービス等の導入について検討を利用し、手話の使いやすい環境づくりを進

めていきます。 

➢ 遠隔手話通訳サービスと電話リレーサービスは、すでに導入し利活用しているため、「の

導入について検討」という文言を削除し、「を利用」という文言に修正し、災害時やコロナ

禍を含むすべての状況で利用することを表します。 

4つの視点の対応項目：3-1、3-2 

ウ 聞こえない子どもが手話を習得できる環境を整備し、その保護者が手話に関する情報の取得がで

きる環境づくりを進めていきます。 

➢ ウの項目を追加することで、聞こえない子どもや保護者への支援に対する施策を推進することを

表します。 

4つの視点の対応項目：2-2  

手話を使用する市民が、日常生活を営み、社会参加をする上で、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

➢ 「社会参加」という文言に、町内会の会合や学校行事などの地域活動が包含されていると解釈で

きます。 

4つの視点の対応項目：1-2、4-3 

イ 手話通訳者が活動しやすい環境をつくるため、災害時や感染症の流行時などにおいても、他の自

治体の状況を参考にしながら、その方策を検討していきます。 

➢ 「災害時や感染症の流行時などにおいても、」という文言を追加することで、災害時やコロナ禍も

対象にすることを表します。 

4つの視点の対応項目：1-2、4-3 

石狩市手話に関する基本条例に掲げる理念や目的を踏まえ、制度派遣のあり方を検証していきます。 

➢ 条例は、市民の手話への理解の促進を図ることにより、地域における手話の使いやすい環境を構

築することで、手話を使用する市民が、手話により、自立した日常生活を営み、社会参加をし、及

び心豊かに暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的としており、災害時やコロ

ナ禍も包含されていると解釈できます。 
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修正後の「石狩市手話に関する基本条例に規定する施策を推進するための方針」（案）です。 

石狩市手話に関する基本条例に規定する施策を推進するための方針 

石狩市手話に関する基本条例（平成25年条例第36号）第５条第１項の規定に基づき、施策の推進方針を定めたの

で、同条第５項の規定に基づき、公表する。 

１ 手話の普及啓発に関する事項 

(１) 施策の基本的方向 

市民が手話を使用して、心豊かに暮らすことができる地域社会をつくるためには、市民が、手話に触れる機

会を通じて、手話や手話を使用する市民への理解を深め、また、手話をいつでも学べる環境をつくっていくこ

とが必要であります。 

石狩市における手話の普及啓発は、これまで長い間、市内の手話サークル団体や石狩聴力障害者協会により

行われてきました。 

石狩市において、手話の普及及び理解の広がりが継続していくために、これまでの手話サークル団体や石狩

聴力障害者協会の取組みを尊重しながら、さらに手話が普及し、理解が広がるように、市は、団体や協会との

協働によりその環境づくりに努めていきます。 

(２) 推進施策 

市は、施策の基本的方向に基づき、次のとおり施策を推進します。 

ア 市民が手話に触れる機会をつくるため、出前講座を提供していきます。 

イ 手話が言語であることを知ってもらうため、研修や学習のための教材づくりやプログラム化を目指し、調

査研究していきます。 

ウ 手話を使用する市民が、市の行政サービスを利用する際に、手話の使いやすい環境づくりを進めるため、

市職員に対する手話に関する研修会を実施していきます。 

エ 町内会や自治会、市内の事業所において、手話に関する理解が広まるように、手話に関する研修会の機会

を提供していきます。 

オ 子どもたちが、手話や手話を使用する市民と親しむ機会をつくることを関係機関と協議しながら、実施に

向けて検討していきます。 

カ 市民が手話に親しむことができるように、イベントを開催し、又は他者が主催するイベントに参加するな

ど、実施に向けて検討していきます。 

キ 手話の普及啓発及び理解の広がりの仕組みづくりについて、手話サークル団体、石狩聴力障害者協会と市

が協働して検討していきます。 

 

 

２ 手話による情報取得及び手話の使いやすい環境づくりに関する事項 

(１) 施策の基本的方向 

現在、音声言語により提供されている行政情報等について、日常生活をはじめ、災害時や感染症の流行時

などにおいても、手話による情報の取得ができる環境や手話が使いやすい環境づくりを進めていきます。 

(２) 推進施策 

市は、施策の基本的方向に基づき、次のとおり施策を推進します。 

ア 手話による行政の情報発信を広めていくため、多様な媒体を利用した情報発信を進めていきます。 

イ 対面による手話通訳を基本としつつ、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した遠隔手話通訳サービス、電話リ

レーサービス等を利用し、手話の使いやすい環境づくりを進めていきます。 

ウ 聞こえない子どもが手話を習得できる環境を整備し、その保護者が手話に関する情報の取得ができる環境

づくりを進めていきます。 

３ 手話による意思疎通支援の拡充に関する事項 

(１) 施策の基本的方向 

手話を使用する市民が、日常生活を営み、社会参加をする上で、特に、正確な情報が必要な時又は自らの

意思を正確に伝える時は、手話通訳者を介して意思疎通を図っており、手話通訳者は重要な役割を担ってい

ます。市は、手話通訳者の重要性を認識し、継続的に高度な手話の技術を有する手話通訳者を育成し、又は

確保できるように、その方策を検討していきます。 

(２) 推進施策 

市は、施策の基本的方向に基づき、次のとおり施策を推進します。 

ア 市の手話通訳者としての人材育成及び手話通訳者の任用について、そのあり方を検証していきます。 

イ 手話通訳者が活動しやすい環境をつくるため、災害時や感染症の流行時などにおいても、他の自治体の状

況を参考にしながら、その方策を検討していきます。 

ウ 手話通訳派遣制度における公的派遣としてのあり方について、石狩市手話に関する基本条例に掲げる理念

や目的を踏まえ、派遣制度のあり方を検証していきます。 

 

 

 

 


